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「世界一，救命率が高い地域」を目指して
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とは言い難く，この統計の意味が理
解できていない現状もあると思われ
る。そのため，今後はウツタイン様
式で入力されたデータについて，臨
床への影響や予後について救急隊員
に具体的にフィードバックしていく
ことが求められる。
　また，救命講習については普通救
命講習「３時間」，上級救命講習「８
時間」と要綱での定めがあり，人工
呼吸と心臓マッサージをセットで教
えることとされている。しかし，石
見先生が指摘する胸骨圧迫のみの
CPRの重要性はわれわれも認識して
おり，実際に短時間での講習への要
望も多い。例えば，事故などによる
外傷がある場合や吐物が多量にある
人に対して人工呼吸を行うのは一般
の方々には難しいのが実情であり，
このような場合は最低でも胸骨圧迫
のみのCPRを実施していただきた
い。
　だれもが火傷したら水で冷やし，
出血したら止血するのと同じように，
ごく当たり前のこととして最低限「心
肺停止には心臓マッサージ」という
知識を広く普及させることも重要だ。
ただ，現時点ではカリキュラムに縛
られているのが現実であり，学校教
育や短時間講習（３時間未満）におい
ては心臓マッサージだけでも教えて
いくことが必要だと感じている。

人の10％が講習を受けることを目標
とし，NPOに委託する形で，講習会
の開催や指導者の育成に努めてき
た。今後，「倒れても全国一助かる
街」を目指し，さらに受講者を開拓し
ていくうえで，PUSHプロジェクトに
おおいに期待している。
　また，これらの取り組みの評価指
標としても，ウツタイン様式により
収集されたデータが非常に有効であ

ると考えて
おり，大阪
府が設置
している委
員会による
データ分
析と評価
の内容を
踏まえ，今
後の取り組
みのさらな
る充実を図
っていく。

2003年には包括的指示により医師か
らの直接の指示がなくても救急救命
士が単独で電気ショックができるよ
うになり，飛躍的に時間が短縮され
たといった経緯がある。
　年々，電気ショックまでに要する
時間は短縮されており，これは記録
を取ることで救急隊員の意識が向上

　今年１月に総務省消防庁が2005～
07年の心肺機能停止傷病者救命率
などを公表した。都道府県別のデー
タによると，大阪府の一般市民によ
り目撃された心肺機能停止例の１か
月生存率と社会復帰率は，全国でも
上位であることが示されており，こ
うした活動の成果は徐々に現れつつ
ある。今後，さらに詳細に検討して
いくことが必要だ。
　かなり使い古された言葉である
「救命の連鎖」ではあるが，今回の文
献データから，救命の連鎖を改善す
ることで救命率が向上することが数
値で明らかにされた。今後，十分に
整備されていない地域やその改善点
などが判明し，“救命率が向上する
のだからもっとしっかりやろう”と現
場を鼓舞する根拠が得られたと言え
るだろう。
　救急病院の医師と府や消防がしっ
かりとリンクして，救急のネットワー
ク活動をこれだけの期間継続させて
いるのは他の地域にはない特徴と言
えるだろう。救急領域で新しいこと
に取り組んで，それを続けていこう
というパワーが大阪にはあるのかも
しれない。

　ウツタイン様式
は，全国で同一の
指標により救急デ
ータを比較でき，
それぞれの地域の
弱点を見出しつつ
救急行政に生か
すことができるため有用である。
　救命率の向上につながったのは，
2003年に医師の具体的な指示がなく
ても救急救命士による電気ショック
が行えるようになったことも大きく
影響している。また，以前に比べて
救急現場の処置も高度化され，大阪
では救急搬入時研修や医師も交えた
症例検討会を行っており，先生方と
顔の見える関係を持つことで教科書
的なレベルではなく，救急現場で活
用できる情報交換もできるようにな
り，救急隊員のレベルも向上した。
こうしたさまざまな要因が重なって，
現在に至っているのだろう。
　本来は，自治体単位でウツタイン
様式に基づいた蘇生率や救命処置
などの統計を明らかにし，発生場所
ごとのバイスタンダー心肺蘇生
（CPR）実施率の分析なども含めて，
一般市民への救命講習を通して情報
発信していくことが大切だ。ウツタ
イン様式の全国展開は３年前に始ま
ったばかりであり，全国ですべての
救急隊員がこの様式を熟知している

　2004年７月に非
医療従事者による
自動体外式除細
動器（AED）使用
が解禁されたこと
を受け，大阪府に
おいても，AEDの
使い方を含めた心肺蘇生法を普及さ
せるための活動方針を策定し，取り
組みを進めている。大阪府民880万

　ウツタイン様式
によるデータには
その時代の特徴が
反映されている。
記録を取り始めた
ころは，119番通報
から電気ショック
まで約15分かかっていた。その後，

したことにもよるだろう。また，実
際の現場においても，救急現場から
病院に到着した際には心拍再開が得
られているケースが増え，その後の
治療もスムーズに行くという実感も
得られている。こうした同基準で比
較できる明白なデータがあると，消
防の方々の理解にも役立つことから，
やはりデータの明示と分析は重要で
ある。
　次のステップとして，頭打ちとな
っているバイスタンダーCPR施行率
をさらに向上させるため，胸骨圧迫
のみを講習するPUSHプロジェクト
を展開している。今後，胸骨圧迫に
よるデータがそろえば，それをウツ
タインに反映させて救命率への影響
をデータとして明らかにする流れを
確立していきたい。
　また，わが国では2004年に救急救
命士による気管挿管，2006年の法改
正では投与認定取得者によるアドレ
ナリン投与も許可されている。これ
らが救命にどのような役割を担って
いるかの検証はこれからの課題だ。

胸骨圧迫によるCPR普及の重要性を日々実感
大阪市消防局担当係長　�›�>	m
� 氏

目指すは「倒れても全国一助かる街」
大阪府健康福祉部保健医療室医療対策課救急・災害医療グループ　
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データの明示でさらなる連鎖の改善を
大阪府済生会千里病院千里救命救急センター　�›���í 副センター長
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Aiの施行は36％の病院が経験
費用面に課題も�Ô�©�Ð�*

　死亡時画像病理診断（Ai）を施行し
た病院が約36％にのぼることが，日
本医師会（日医）の全国調査でわかっ
た。施行費用は半数以上が「持ち出
し」で賄い，受領額も希望と現実で
は大きな開きがある実態が浮き彫り
となった。日医では「院内死亡の画
像診断，解剖に対する財源措置を急
がなければならない」とし，医療側主
導でAiの導入に取り組む必要性を強
調した。
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　調査は一般病床がある全国6,150
病院を対象に実施。有効回答数は
2,450施設（回答率39.8％）だった。
　なんらかの理由でAiの施行経験が
ある病院は35.8％あった。病理解剖
には財政的な支援がないことも，剖
検率が著しく低い原因と指摘され
る。施行費用について施行経験あり
をA群（448施設），経験なしをB群

（664施設）に分けて尋ねたところ，A
群の52％が自施設の負担が「ある」と
答えた。さらに同群全体の41.3％が
全額を負担したと回答した。
　遺族などからのAi施行に伴う平均
受領額は，２万円以下がA群（451施
設）の83％を占めた。ところが適正
金額を尋ねたところ，２万円以下は
A群25.9％，B群（664施設）43.1％で
あり，実態とかけ離れていることが
示唆された。また２万１円以上では
A群74.1％，B群57％で，施行経験の
あるA群が高い傾向にあった。調査
を担当した今村聡常任理事は「Ai施

行は想定以上にコストがかかること
が垣間見える」と分析した。
　Aiを施行した施設の約６割，経験
のない施設の約５割が，Aiセンター
など他施設での撮影・診断は，地理
的，時間的な制約のために難色を示
した。これに対し，同常任理事は「千
葉大学などにある遠隔診断システム
を確立すれば，ある程度解決できる
だろう。そうすれば，一般病院に普
及したCT装置の有効活用にもつな
がる」と述べ，Aiセンターや医療機
関を結ぶネットワークづくりを提唱
した。
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